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佘
は
本
誌
第
十
卷
第
二
號
に
於
て

「

印
度
の
貨
幣
並
に
金
融
制
度
に
關
す
る
硏
究

」

S

M

す
る

.論
文
を
揭
げ
‘
ら
印
度
の
金
融
並
に
通
货
に
關
す
る
英
國
調
査
委
員
會
の
報
吿
書
を
基
礎
と

し
て
、多
少
の

議

論

を

試

み

た

，

:?
)-。

當

時

通

貨

制

，度

に

關

す

る

研

究

を

主

と

し

、金
融
制
设
に
及

ぶ

も

の

*

穴

少

な

か

&

し
が
、近

時

偶

，々

印

度

に

於

て

印

度

逾

券

喪

却

制

限

の

問

題

®

り
B

印
：
 

站
十
}
卷

■

0

5九)

論

：說

，叩
谈
0
.歲
と
印
^

^
-#
, 

第
三
魏 

一

.



牟

.5

’ (

三
ニ
〇)

論

m

_

度
の
金
融
と
印
靡

#

'

.

第
三
號
.

】一 

間
の
貿
易
に
，影
響
す
る
所
大
な
る
の
故
を
以
て
、世
人
の
印
度
金
融
制
度
に
對
す
る
注
意
を
漶 

起
し
た
る
が
故
に
、前
論
を
繼

.承
し
て
、印

度

0

金
.：融
制
度
鍊

vt
印
度
證
券
の

®

w
fc
m

'

T、lr
述 

す
る
所
あ
ら
ん
ビ
す
。
但
し
主
要
の
材
料
は
前
論
ヾ

」

同
芯
く
、前
記
の
»
吿
寄
幷
.に
同
書
に
添 

附
せ
ら
れ
た
る
諸
參
考
人
の
陳
述
に
仰
答

^

り
。

印
度
政
府
が
英
國
に
對
し
て
^
额
.の
金
貨
狒
债
務
を
負
ひ
、鈒
貨
を
以
て
國
庫
に
收
鈉
し
た 

る
收
入
を
金
货
を
以
て
、傭
敦
に
於
て
拂
出
す
の
必
要
あ
る
と
共
に
、國
瘅
收
入
の
一
部
を
偷
敦 

に
存
置
し
、以
て
金
貨
拂
に
應
ず
る
の
^
要
あ
る
こ
と
も
、世
人

Q

知
る
所

*

6
。
今
、千
九
百
七 

年
度
ょ
&
千
九
西
十
三
年
_度
に
至
る
七
年
間
印
度
政
府
の

®

計
に

，

據
り
、經
锻
の
印

®

幷
に
英 

國
に
於
け
る
支
柳
高
を
表
示
す
.る
に
左
の
如
し
。

1

九〇七年
 

1

九〇八年 
一九〇九

¥

一九一〇年
一九
.

一
.

ー知

一
九
ー
ニ¥

叩

庞

七
七
、
ニ
四
一
、
一
〇
〇

七
四
、
ニ
八
〇
、
三
〇
0 

七
四
丨
玉
〇
一
、
七
〇
〇

七
八
、
〇
七
ニ、1

0
0

七
九
、
七
九

一

"九
0
.
0 

八 
一
、9

ー
八
、
七
〇
〇

炎

國

ぷ
 

ニ
六
、
九
四
三
、
八
〇
〇 

二
八
、
五
ニ
ニ
、
ニ
〇
〇 

ニ
六
、
三
七
四
、
五
〇
〇 

ニ
九
d

o
三
、
五
〇
〇 

二
八
、
七
ニ
九
、
ニ
〇
〇 

三
三
、0
四
七
、
七
〇0

合 

5S 

ー
〇
四
、

一

八
四
、
九0
0

一
〇
ニ
、
八
〇
ニ
、
玉
〇
〇

1
〇
〇
、
八
七
六
、
ニ
〇
〇

ー
〇
七
、
〇
七
五
、
六
〇
〇

1

〇
八
、K
ニ 

一
、
ニ
〇
〇

1
1

四
、
〇
七
六
、
四
〇
〇

卜!. •k

\

1

S

I

I'

1.

九
::
$
 

九
r

5

.

i、H
〇
〇
.

.三
0
、
九
七
泣
、
七
〇
〇.

■ 

n

三
、
四
九
九
、
〇
〇
〇

斯
の
如
く
印
度
政
府

.は
印
度
ヾ
し
英
國
と
の
兩
地
方
代
於

<

經
®

の
支

#

を
爲
す
が
故
に
、自 

ら
雨
塊
方

R-
國
庫
金
の
殘
高
を
配

.
置
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
國

ff
i

傘
殘
高
配
遛
の
方
法
を
決
定 

し
た
る
も
の
は
、即

ち

千
八
双
七
十
五
年
の
ソ
ー
ル
ズ
べ
リ
ー
卿
命
令
書
幷
ピ
千
八
西
九
十
九 

年
-
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
卿
命
令
書

(

兩
恶
共
に
當
時
の
印
度
事
務
大

f
c/a
6)

に
し
て
、之
に
據
り
、印
度 

狄
'府
は
全
國
に
於
け
る
ニ
西
七
十
餘
の
支
金

» '
、三
箇
の
プ
レ
シ
デ
ン
シ
ー
銀
行
本
店
、三
，十
五 

筒

の同

i

0

行
支
店

-;j
®

の
準
備
金
旗
に

8

庫
金
を
配
麗
す
る
公
以
て
大
體
の
方

II
と
す
。
 

即
度
政
府
と
プ
レ
シ
デ
ン
シ
ー
銀
行
ビ
の

i]
係
は
恰
も
歐

：

洲
諸
國
の
政
.府
と
中
央
銀
行
と
の 

問
に

.於
け
る
も
の

.

，如
く
、千
八
西
九
十
入
年
成
立
し
た
る
契
約

^

據
れ

.ば
、
2

銀
行
は
郛
本
店 

#

に
或
る
支
店
に
於
て
：國
煺

W

務
を
行
ひ
、

&

府
は
之
に
*
し
て
一
窕
の
料
金
を
支

»

ふ
可
く
、
 

又
政
府
は
定
額
の
國
煺
金
を
餅
行
に
预
入
れ
置
く
の
義
務
を
负
は
ざ
る

4

、豫
め
最
小
限
度
の 

禽
额
を
足
め
、各
鈒
行
本
店
に
於
け
る
國
庳
预
金
が
右
の
金
额
以
下
に
減
少
し
た
る
と
き
に
は

> 

政
府
ょ
り
龈
行
に
對
し
て
銀
行
が
當
时
公
衆
ビ
の
取
引
に
於
て
常
座
贷
付
に
就
て
徴
收
す
る 

最
低
の
利
子

#
:合
を
支
拂
ふ
こ
と
、
し
、

一

方
に
諸
銀
行
に
交
附
す
る
料
金
邦
に
利
子
支
拂
を

第

十

一

卷(

H】

ニ〕

論

說

，印
度
の
入
&

と
叩
度
說
券

 

第
三
號 

一二



#;
十一

翁

.

S ニニ)

論
説
叩
度
の
金
融
と
印
度
脓
券

 

. 

S

S
 

四

要
せ

•ざ
る
國
煺
金
の
、殘
高
を
以
て
、左
の
如
く
決
定
し
た

6

。

、

料
金
 

國
媒
命
最
小
服
度
V 

ベ
ソ
ガ
ル
銀
行 

二
、九〇

<5 

ニ
三
三
、三
〇
0 

マ
ド
ラ
ス
飯
行 

八
〇
〇 

一
ニ
〇
、〇
〇
〇 

流
風
銀
行
 

A

O

O 

. 
ニ
ー
一
三
、
〇
〇
〇

然
れ
ど
も
右
は
諸
銀

.行
に
於

.け
る
國
庫
預
金
の
最
小
限
度
を
定
め
た
る
に
止
ま
り
實

if
の 

i

入
れ
高
は
右
の
金
额
を
«
過
す

る

も

の
甚
だ
大
に
し
て
、諸
銀
行
の
資
本
金
幷
に
»
立
金
に 

對
す
る
比
率
に
就
て
云
へ
ば
、最
低
四
割
七
分
五
厘
ょ
り

®

高
九
割
一
分

.六

JS
の
間
'に
居
る
が 

tf
c

に
、國
庳
.预
金
が

0

0

行
の
營
業
に
資
す
る
も
の
少
な
し

.
5

せ
ず
。
加
ふ
る
に
金
融
市
場
緊 

«

の
祭
に
は
、政
府
は
國
庫
金
を
利
付
に
て
ブ
レ
シ
デ
ン
シ
ー
銀
行
に
副
通
し
以
て
一
時
の
急 

に
當
ら
し
め
ん
と
す
る
乙
と
あ

〜

、自
ら
國
庳
ビ
金
融
市
場
と
の
關
係
を
調
節
す
る
に
>相
當
の

效
架
を
致
し
つ
、
あ
る
が
如
し
。

 

、

1£
時
右
の
內
地
國
庳
金
取
扱
法
に
關
し
て
、世
間
に
改
正
論
唱
へ
、

b-
れ
、或

.は

.ブ
レ
シ
テ
ン
シ 

丨

%

行
に
對
す
る
國
雕
预
金

?:
增
加
す
荀
し
と
云
ひ
、或
は
ブ
レ
シ
シ
デ
ン
シ
ー
銀
行
以
外
の 

餵
行
ド

-®
汆
を
爲
す
可
し
と
云

.
ひ
、或
は
銀
行
以
外
の
余
融
機
關
に
就
て
猶
保
を
微
し
て
、预

金

，

. 

-

.

.

■■
/■-
 

.

.

. 

.

.

.

.
 

- 

r

■** *P''-，VEV<

す
可
し
と
云
ふ
が
如
き
嵇
々
の
説
行
は
る
れ
ど
も
、未
だ
實
行
せ
ら
る

 

> 

に
至
ら
ず
。

然
ら
ば 

ー
方
に
印
度
事
務
省
は
如
何
な
る
方
法
の
下
に
國
庫
金
を
處
理
す
る
や
と
云
：ふ
に
、元
來
印
度 

事
務
湛
は
年
々
短
時
日
の
問
に

M

額
の
支

*

を
爲
さ
ド
る
可
か
ら

'3'
る
の
地
位
に
罟
れ

^S。 

葫
に
千
九
瓦
十
一
年
よ

6

同
十
ヒ
年
に
荣
る

'
I

年
度

.に
就
て
見
る

k

、千
九
瓦
十
一
年
四
月
一 

日
よ

.
6

同
五

R

.̂

至

る

問

に

三

西

六

十

ニ

萬

四

千

三

舍

四

織

、七

月

_ー
 

日
よ

6

同
五

m

に
至
る 

間
.に
三
西
八
十

1
‘黹
五
千
七
西
十
硤
、十
月

|

日
よ
ぅ
同
五
日
に
至
る
間
に
'ニ
西
四
十
六
黹
ニ 

千
破
、千
九

1!
十
.ニ
年
：一
月
プ

R

よ
り
同
五
日

.に
至
る

||
-
-
|
]
に
三

W

十
萬
八
宵
五
十
七
赍
の
.支佛 

fc
爲
し
た
る
が
如

&

、此
適
例
に

して
、上
記

0

外
に
鐵
道
貯
藏
品
購
入
代
金
の
如
き
、短
沏
の
通 

知
に
侬
て
支

#

を
爲
す

乙̂
を
•要
し
、然
も
支
拂
の
期
日
は
多
ぐ
請
顧
業

*

の
請
求
に
依
り
、之 

を
豫
知
す
る
能
は
ず
。
隨
て

‘支
拂
に
要
す
を
資
金
が
其
の
支
拂
を
爲
す
可
§
の
時
に
收
納
せ 

ら
る

'
、
を
保
證
す
る
に
雛

P

も
の
あ

b

。
而

して
支
拂
に
耍
す
る
資
金
は

pl
j

lt
®
券
幷
に
電 

信
爲
替
の
責
却
に
依
る
も
の
多
く
、是
等
の
賣
却
は
每
週

?:
彻

し

て

行

は

る

.、
と

雖

も

、

時
に
長 

時

m

を
通
じ
て
、其
賣
却
の
行
は
れ
ざ
る
こ
と
あ
る

ノレ共
に
、巨
額
の
資
金
が

0

入
金
の
收
入
ビ 

し
て
短
期

'間
內
に
收

.め

'
、
ら

る

 

> 

乙：V
J.

あ
る
可
し
。

.；玆
に
於

V

 

.か
耳
額
の

.支
娜
を
.爲
ず
可
き
時

览

十

ー

卷
i

ri
o*
論
說
印
度
の
金
融
と
印
度
設
券
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.
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• 

•

印度
0
金
融
ど
印
度
膽
#

: 

- 

. 

• 

第m
u

 

六
 

期
に
備
ふ
る

.
爲
め
、印
度
事
務

«

は
街
巡
印

11
靜
谷

^[
に
^

^

^
替
の

£

出
に
依
て

#
 
/
る
收 

入
.
を
0

積
し
、現
金
の
形
倫
、を
以
て
、手
允
に
所
藏
す
る
か
、又
は
當
座
貨
付
の
形
®
に
於
て
之
を 

運
用
す
る
を
必
要
の
手
段

4

す
可
し
。
本
來
印
度

_

務
省
の

.
處
理
す
る
國
煺
金
は

.

」

事
務

.大

1-
1
1 

の
名
義
を
以

V
、

英
.蘭
餵
行
に
预
入
れ
ら
れ
、之
に
對
し
て
何
等
の
利
子
を
得
る
能
は
ざ

•る.次
第 

X 

0

しが
、千
八
西
三
十
八
年
以
後
の
慣
例
に
於

\し
は
、國
庫
金
の

|
剖
分
を
英
谣
銀

«

に
¥
入 

る

>
(£
:

共
に
、他
の
一
部
分
は
利
付
を
以
て
、運
用
す
る
を

.常
ビ
す
。

述
用
の
方
衫
は
銀
ハ

—

 

#
 

商
會
幷
に
株
式
仲
買
人
に

®

す
る
貸

.出
を
主
ヒ
し
、融
通

_
を
受
く
可
き
も
の
、
名
簿
は
豫
.め
調 

製
せ
ら
れ
、時
々
之
を
訂
正
し
、澌
に
名
簿
に
記
入
せ
ら
る
、
こ
ビ
を
請
ふ

*

あ
る
ビ
き
ゆ
、典
地 

位
、资
力
、

®

槳
の
狀
態
等
を
考
最
し
て
、許
否
を
決
し
、®
通
の
湖
限
は
之
を
三
週
辟
乃
至
五
遇
讲 

に
f
f
iき
、
^

に
六
姐
間
に
及
ぶ
乙
と
あ
る
を
以

\し、斯
る
國
庫
金
は
必
要
に

E

じ
六
週
出
以
內
に 

囘

悅

せ

ら

る

、

を

#

ベ

し0

而
し
て
印
度
事
務
省
の
會
針
官
は

0

々
事
務
省
所
屬
の
伸
贸
業 

潘
に
對

W

で、
®

換
ふ
可
き
貸
付
金
の

.
金
額
、新
に
貸
出
す
可
き
金
額
、囘
收
ず
可
き

‘金
額
等
を

®
 

示
し

'

方
に
仲

K

m

者
は

m

m

金
に

0

し
て
最
高
の
利
子
を
收
む
る
の
責
任
を
負

a

擔
保
物 

の
英
猫
銀
行
に
提
供
せ

^

る
、
と
典
に
、凋
銀
行
よ
り
國
庫
金

0:
挪
出
を

'受
く
る
の
常
に
し
て
、

擔
保
物
は
出
納

®

#
、國
庫
憐

#

、大
藏
猎
證
券
、國
偾
、年
金
證
書
、政
府
の
利
子
を
.保
證
し
た
る
有 

價
證
券
、印
度
公
偾
、同
上
偾
芬
、同
上
政
府
手
形
、ル
ー
ビ
ー
手
形
、同
上
鐵
道
會
社
債

#

、偸
.敦
府
谷 

®

1f
券
.
に
限
ら
る
。
千
九

1|
九
年

^

至
り
、以
上
の
證
券
を

*

保

V」

す
る
貨
出
の
み
を
以
て
國 

坪
金
を
處
分
す
る
に
難
く
、他
に

.
利
用
の
方
法
を
求
め

'チ
.る
可
か
ら
ざ
る
の
狀

|1
ビ
爲
る
や
、印 

度
濞
務
湛
は
仲
贸

m
.溝
に
命
じ
、一
箇
月
乃
至

.
三
箇
月
の
期
限
に
於
で
、國
庳
金
の
剩
餘
额
.を
備 

敦
の
重
な
る
.銀
行

K

预
入
れ
し
む
る
乙

o

し
、千
'九

西

十

一' 
年

に
至

b
、预

入
高
を
一
銀
朽
に 

付
き
 

一
W

靡
#
に
限

h

M

行
の
激
を
七

m

V

Jし
た
り
。

故
に
印
度
政
府
の
運
用
す
る
國
庫
金
の
利

#

か
^

敦
金
融

A
.场
に
ハ
す
は
る
、
免

®

^

+

浮 

ネ
幷
に

.

須
金
利
率
に
，依
て
左
右
せ
ら
る

.
、
は
、當
然
の
事
實
に
し
で

'國
^
金
運
用
の
利
率
が
印 

!£
政
府
の
發
行
す
る
公

.
偾
、偾
券
又
は
一
年
を
期
限

^.
す
る

.手
形
の
利
#
に
比
較
し
て
多
少
の 

相
進
の
存
す
る
も
亦
免
か
れ
雛
き
所
な

&

。
覌
に
千
九
百
九
年
ょ
り
千
九
西
■十
ニ
年
に
至
る 

間
、印
度
事
務
省
が
印
度
公
，偾、手
形
等
に
對
し
て
付
し
た
る
利
率
は
百
磷
に

'
付
き

H

磅
十
ニ
志 

十
ー
中
乃
軍
一
一
磅
コ
一
志
十
一

.
片
，の
間
に
居
り
し
，が
、

^

九
耳
十

一

年
ょ

&

千
九

^

4

ニ
年
に
至 

る

la
]

、贷
出
金
に
收
て
得
た
る
利
率
は
ニ
分
六

M

、預
金
に
依
て
得
た
る
利
率
は
ニ
分
四
厘
三
毛

第
十
5
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八

に
北
ま
れ

b

o
S -
に
於
て
か
印
度
事
務
猎
は
一
方
に
高
利
を
以

‘て
資
金
を
借
入
れ
な
が
ら
、他 

の
一
方
に
低
利
を
、

M

て
之
を
貨
出
す
も
の

な

>
9

ヾ」

の
非
難
に
接
す
る
が
如
し
ビ
*
、

p l
i

度
事
務 

省
が
資
金
を
借
入
る

‘

や
、饑
雜
其
他
特
殊
の
事
變
に
，基
く
收
.入
の
不
足
を
補
充
す
る
の
必
翠 

に
出
で
市

«

の
求
む
る
利
子
を
支
挪
は
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
に
反
.し
其
資
金
を
貨
出
す
や

一

時 

手
元
に
餘
れ
る
も
の
を
第
一
流
の
商
會
に
對
し
、最
上
等
の
擔
保
品
を
徵
し

V
、

遊
金
處
分
の
爲 

に
、之
を
爲
す
が
故
に
、斯
る
事
實
を
生
ず
る
も
の
に
し
て
、巳
む
を

#

ざ
る
の
數
ビ
す
可
き
な

K
V
,

U

印
度
政
府
は
收
入
の
殆
ど
全
部
を
印
度
に
於
て
徵
收
す
る
に
拘
は
ら
ず
、其
內
の
約
二
割
五 

分
は
之
を
英
國
に
對
す
る
支
拂
に
充
て
ざ
る
可
か
ら
ず
。
固
ょ
り
英
國
に
於
け
る
支
柳
高
の 

1

部
分
は
同
國
に
於
て
慕
集
せ
ら
る
へ
公
債
の
收
入
を
之
に
充
つ
る

M

 

W

な
き
に
非
ず

.VJ

雖 

も
、些
細
の
金

m

k

し

V
、

實
際
支
狒
金
の
大
部
分
は
年
夂
の
國
庫
收
入
に
相
對
し
、印
度
ょ

P

送 

金
の
方
便
に
依
て
、決
濟
せ
ら
る
、
を
常
ビ
す
。
然
ら
ぱ
送
金
の
方
便
如
何
ビ
云
ふ
に
、左
の
三 

0

に
外
な
ら
ず

。

.

第

一

、
倫
敦
に
於

.
て
印
度
事
務
大
弭
が
爲
替
手
形

(

普
通
カ
ク

ゾン
ベ
，ビ

ぐ

の

名

を

以

て

知

げ̂^，取'^ ^ ^ 1 ，チ 叫 '^*"*™'一* " * 一

ら

る)

幷
に
電
信
爲
卷
を
責
却
し
、印
度
に
於
て
印
度
政
府
が
之
を

支

柳

ふ
方
法

行

は

る
。

第
ニ
、
印
度
事
務
大

K

に
し
て
羊
形
幷
に
電
信
爲

#

の
喪
却
に
依

.、て
、所
要
の
金
額
を
得
る 

.能

ば

ざ

る
Z

ビ
を

#
ふ

る

V
J

き
は
、印
度
政
府
は
所
有
の
金
貨
を
偷
教
に
現
送
せ
ざ
る
可 

か
ら
ず
。
但
し
印
度
政
府
の
所
有
す
る

.正
貨
は
紙
幣
に
對
す
る
通
貨
準
備
金
と
し
て
、國 

扉
に
所
有
せ
ら
る
、
も
の
な
る
が
故
に
、政
府
が
偷
敦
に

.金
貨
を
現
送
し
、印
度
事
務
大

R1 

を
し
て

一

般
の
目
的
に
之
を
使
用
せ
し
む
る
ビ
き
に
は
、通
貨
準
備
金
中
よ

6

金
貨
を
收 

用
す
る

V
J

典
に
、

一

般
國
庫
の
有
す
る
紙
幣
を
同
額
だ
け
飾
却
す
る
か
、又
は
國
庫
よ
り
同 

额
の
，
丨
ピ
ー
鈒

.貨
を
通
貨
準
備
金
に
移

3
 

V
る
可
か
ら
ず
。

第
三
、
近
年
に
軍
.彡
爲
替
手
形

#

に
電
信
爲
替
の
收
入
を
補

.足
す
る
爲
め
に
、®
貨
準
備
金 

中
の
金
貨
を
現
送
す
る

^

は
、第
一
一
項
に
揭
げ
穴
る
よ
り
も
、简
便
な
る
方
法
行
は
る
0
即 

ち
通
貨
準
備
金
の

1
.

部
は
偷
敦
に
於
て
金
貨
の
形
態
を
以
て
、所
有
せ
ら
る
、
が
故
に
、印 

.度
事
務
大
は
必
要
の
生
ず
る
に
隨
ひ
、印
度
政
府
の
國
庳
に
存
す
る
紙
幣
を

M

却
し
、又 

は
‘國
庳
よ

6
 
,

丨
ビ
ー
銀
貨
を
通
貨
準
備
金

^

移
す
ビ
共
に
、直
に
偸
敦
に
有
す
る

0

貨 

準
備
汆
中
の
金
貨
を
收
用
す
る
を
得
べ
し

.0

第
十一

饴

(
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一
0

印
度
宛
手
形
の
寶
却

R
,侬
て
、英
國
支
拂

.の

.資
金
を
得
る
方
法

.は
東
.印
輿
常
社
の
時
代
よ 

P

行
は
れ
、後
に
印
度
事
務
大
铒
に
侬
つ
て
繼
承
せ
ら
れ

/
a
る
も
の
に
し
七
、實
に
千
八
百
十 

三
年

^

始
咬
り
、千
八
耳

三
十
四
年
よ
り
印
度
內

11
1

0
時
囔
.で
時
々
斷
絕
し
た
る
こ
ヾ

」

あ

れ

 

ど
も
、繼
續
し
て
行
は
れ
、千
八
百
五
十
七
年
よ
り
同
六
十
ニ
年
に
至
る

S
E

全
く
停

J

せ
ら
れ 

た
る

1
、千
八
西
六
十
ニ
年
を

»

て
復
興
せ
ら
れ
て
、以
て
今
日

k

至
れ
り
。
千
八
耳
六
十
ニ
 

年
復
興
の
當
時
に
於
て
は

"

#

一
IB
]

一
定
の
相
場
を
以
て
、手
形
を
賓
却
し
た
る
が
其
後
ご 

.

過
間
ー
囘
よ
卩

#

週
一
囘
ビ
爲
る

V
J

共
に
、一
定
の
相
場
を
以
て
賣
却
す
'る
の
方
法
に
代
ふ 

る
に
、最
高
惯
格
の
中
込
に
對
し
て
糊
當
る
の
方

.法
行
は
れ
、千
八
百
七
十
六
年
以
來
爲
替
竿 

杉
に

^

け
る
ビ
同
じ

•く
、電
信
爲
替
に

M

し
て
も
競
寧
募
入
を

0

め
、慕
入
價
格
は

J

ル
ー

ビ
 

’

丨
に
身

.す
る
片
の
葙
干
额
を
以
て
之
を
競

#

す
る
己
ど
を
許
し

(

千
八
百
六
十
ニ
年

J

月
に 

は
四
分
の

 

一
I-
!
、千
八
西
ヾ
ハ
十
二
年

三
匁
に
は
八
分
の

 

一
J t

、千
八

|1
1

七
汁
五
年
一
月
に
は
十 

六
分
の
一

 

'

千
八
西
八
十
ニ
年
に
は
三
十
ニ
分
の
一
片

V
J.

し
た

A

ig
c

府
の
行
ふ
ニ
遇
間
一 

囘
叉
は
 

ー
«

問
一
囘
の
資
却
期
日
以
外
の
期
間
に

.
於
て
も
亦

*

込
を
受
入
れ

、I
n
t
e
r
m
e
d
f

 

又

は

s
p
e
c
i
a
l
s 

.な
る

'名
獬

'の
下
に
、乎
形
幷
に
電

#

爲
，替
を
賣
却
し

'た
り
。，
現
行
の
手
續
を

一.：:'
:
;, 

. ' 

_ 

.
' 

. 

. '

.

一： 

. 
:
 

' 

.. 

. 

■ ■■ 

. 

.
' 

. 

■

M

る
に
、
#

水

蹿

日

英

li
银
行
は
印
度
政

;f
、マ
' 
ド
ラ
ス

0

府
幷
に
孟
買

政做

M

手
形

#

に
m

信 

，爲
替
を
次

«

の
水
曜

S

に
，交

付

す

可

き

布

吿

を

爲

し

、同

布

，

に
.於

て

は

剡

常

の

總

额

を

も

示 

し
、斯
く
て
英

M
 
0

行
正
刟
總
裁
梭

M-
、r:
I
J度

事

務

湛

.の
宵
斑
立

1龠
の
上
に
て
慕
入
を
受
付
く
る 

も
の

V
J

す
。
印
度
事
務
大

K

は
布
吿
に
示
し
た
る
總
额
を
割
當
る
の
義
務
を
负
は
ず
、®
手
形 

:

.

に
就
て
は
一
志
三
片
三
十
ニ
分
の
ニ
十
九
以
下
、電
信
爲
替
に
就
て
は
.ー
志
三
片
十
六
分
の
十 

五
以
下
の
巾
込
を
受
理
せ
ざ
る
も
の
ビ
し
、雨

*

の
問
に
普
通
三
十
ニ
分
の
一
片
の
差
を
設

け、
 

力'，

カ

ツ

タ
又
は
孟
貝
の
銀
行
利
率
が
八
分
以
上
に

.勝
貴
す
る
ヾ

」

S

に
は
其
差
を
十
六
分
の 

,

1

片

V
J

す
る

乙ビ
あ
り
。

斯
る
撇
限
の
下

R
、
事務大は

 

一.
M

の
公
募
を
受
け
て
、最
高
惯
格 

の
巾
込
人
に
割
常
て
、公
募
高
の
割
當
高
に
超
過
す

“

き
に

a

、按
分
比
例
を
以
て
、割
當
を 

決
定
す
。

而
し
て

W
 
く
舞
水
爾
日
の
割
當
高
の
決
定
せ
ら
る

，ビ
共
に
、事
務
大

BI
は
次
週
.の
 

水

_

日
に
至
る
咬
で
の
贺
却
高
を
豫
定
し
、曩
に
剡
當
て
た
る

4

の
に
對
す
る
ょ

6

も
爲
特
手 

钱
、
®

^

爲
皆
與
に
、一
ル
ー
。ヒ

.
1

に
付
き
三
十
一
ー
分

0 -
一
 

贫

だ

け

憤

泰

を

高

位

'に
爾
く
も
の
ビ 

す
。

•

斯
ぐ
印
度
政

_

が

印

度

鄉

手

形

：の
賣
ー
却
に

'依
て
、邮

度

國

庳

P

シ

邱

鹰

事

務

太

碍

に

：巨
额
の

#;
十i

盤

(

三
ニ
九〕

,
論

m
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印
度
證
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號 

一

二
 

資金
を
移
す
を

#

る
は

3?
す
る
に
印
度
が
通
常
有
利
な
る
贸
爲
盖
额
を
有
す
る
の
結
果
に
し 

て
%

*
の
甚
だ
し
く
不

a

な
る
時
か
、

又

は
貿
易
狀
態
の

.極
め

‘て
不
利
な
る
時
を
除
き
^

利
な 

る
贸
易
の
差
額
は
常

に
實
在
し
、銀

行

其

他

の

機
關
は
必
ず
印
度
事
務
大

K

の
賣
却
す
る
手
形 

を
買
入
れ
て
、以
て
印
度
に
送
金
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
上
に
、印
度
に

對

す
る
世
界
の

i

务

は

他 

の
方
法
杞
依
て
決
濟
の
道
を
求
め
ざ
る
を
得
ず
。
千
八
西
九
十
三
年
印
度
が
造
幣
局
を
閉
鎖 

す
る
以
前
に
於

.て
、
此
決
濟
の
方
便
ビ
し
て
利
用
せ

.ら
れ
た
る
は
、即
ち
印
度
に
銀
地
金
を
现
遂 

し
、之
を
ル

I

ビ
ー
銀
貨
鑄
造
の
材
料
に
供
す
る

一

事
に
存
し
た
れ
ど
も
、同
年
造
锻
厨
の
閉
鑛 

せ
ら
れ
た

る

後

に

於

て
は
、
自
ら
ソ
ヴ
エ
レ
ィ
ン

金
貨
を
現
送
し

て
、
以
て

從
前
の
方
法
に

代
ふ 

る
に
茧
れ

6

。

故

に
印
度
寒
務
大
炤
が
印
度
證
券
の
賣
却
に
依
て
、印
度
ょ

6

收
め

ん
ビ

す
る 

資
金
が

貿
易
上
印
度
に
有
利
な
る
差
額

ビ
す
る
金
額
以
下
の

©

度
に

居
$

Ji
つ
事
務

大
K

が 

印
度

に
金
貨
を
現
送
す

る
ょ
ぅ
も

送
金
上

低
廉
な
る
相
場
に
於
て
、證
券
を
賣
却

す
る

以
上
は
、
 

一
方

に
英
國
支

挪

の
資
♦一 
を
#

る
ヒ

卖

に
、
他

の

一
方
に

爲
替
相
場
を
一

ル

ー
ビ
ー
に
付

&

一
 

.志
四
片
の
率
に
維
持
す
る
こ
ビ
敢
て
困
難
な
り
ど

せ
ず
。
此
事

た
る
、チ
八
可
九
十
九
年
以
來 

赏
に

/-
す
は

ぞ
織
に
千
九

¥

七
年
ょ
ぅ
闸
八
年
に

3>
る

數

簡

月

間

に

困

雛

を

生

じ

た

る

.
^
ビ
あ

る
の
み
。
大
體
の
經
過
斯
の
如
く
爲
る
が
故
に
，印
度
政
府
ゆ
次
年
度
の
豫
箅
を
編
成
す
る
に 

當

り
、
印
度
政
府
の

+
X
'拂
ふ
可
き
經
费
巾
^

替
手
形
の
賣
却
に
侬
て
印
度
事
務
大
货
に
送
付
す 

る
を
得
る
金
额
ビ
公
僙
慕
集
に

.依
て
調
達
す
る
を
得
ベ
き
金
額
ビ
を
定

.め
、®

に
一
年
度
內
に 

於

V

資
却
す
可
き
手
形
の
金
額
を
年
度
內
の
各
月
に
分
布
す
る

.
も

の
..V」

す
。
.

S

し
印
"度
に
於 

け
る
商
業
上
の
趨
勢
は
之
を
ニ
期

‘に
區
分
す
る
を
得
べ
し
。

侮
年
十
月

 

一
0

よ

0

翌

^

の
三 

月
末
に
至
る
問
は
繁
忙
の
季
節
に

.
し
て

--
:

方
に
四
月
初
句
よ

.
6

九
丹
末
に
至

.
る

間

は

_

散
の 

時
.期
な

&

。
.

而
し
て
會
計
年
度
は
此
間
散
の
時
期
に
始
囔
&
、其
間
偸
敦
よ
り
印
度
に
對
す
る 

送

金

の
方
便

.V
J

し
て
、公
衆
の
爲
替
手
形
を
：窗
婴
す
る

こ
と
、
他
の
時
期
に
比
較
し
て
.寡
少
な
る 

を
免
か
れ
ず
。
試
に
千
九
西
十
年
よ
ぅ
同
十
ニ
年
に
至
る
統
訏
を
見
る
に
左
の
如
し
。

四
刀
よ
り
九
月

LL

•管間平均爲替相

#
 

.九刀よ

S
貢
に
奢
間
平
均
炤
赞
相
擞
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.故
に
商
業
活
氣
を
虽
し
、殊
に
活
氣
の
來
る
可

&

勢
の
印
度
事
務
大

K

に
依
て
豫
测
せ
ら
る 

> 

_
w
'
&:
に
は
、同
大

H
H

Is
會

«f
a
年
'度
の
前

#

に

.^

て因度
證
券

のm

，
腐
を

0

限
し

' 
て
其

後
？；； 7*
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叫
度
の
金
融
と
印
度fi
t

?•券
 

第
三
魏 

一
四.

•(-
於
け
る

.
實
'出
，に餘
，地
を
設
け
、以
て
問
散
の
時
期
に
於
け
る

1ょ
P

も
高

*

の
相
場
の
下
に.、多
 

额

0:
賣
離
を
行
は
ん

€
す
。
固
ょ
う
證
券

«

却
上
に
斯
る
調
節
を
施
す
に
就
て
は
、第

一
會

ti
- 

年
度
の
前
半
に
於
て
も
、其
後
平

d

於
け
る

V」

同

«

多
额
の
支
彿

^

藥
し
、第
ニ

.會

nt
度
の
前
半 

に
於
て
、

事

務
大

[I
1:
の
.收
納
し
た
る
資
金
は
假
令
ひ
速
時
に
拂
出

S

れ
ざ
る
も
、

偷
敦
に
於
て
之 

を

.1
-

1

©に

1«
出
し
て
、利
殖
を
謀
る
を
.得
る
に
反
し
、印

"度
に
於

y

は
普
通
利
雕
の
劍
を

a

#
る 

能

は

ず
、
,®
て
此
利
殖
に
依
て
生
ず
る
利
益
は

低

廉
.な
る

相
•場
を

以

て：、
年
度
.の
前
架
に
手
形
を 

資
却
す
る
の
损
失
を

®

う
に
足
る
可
く
、第
三
冬
期
に
於

y

證
雜
に

»

す
る
市
場
の
果
し
て

&
 

好
な
る
を
#
な
や
否
や
は
貿
易
風
の
經
過
し
た
る
後
に

非
ざ

.れ

ば

剑

明

せ
ざ
る
の
事
情
あ

6
 

て
、爲
め
に
困
雛
の
伴
う

.こ
ビ
な
き
に
非
ず
ビ

»

も
、大
體
に
於
て
は
冬
期
證
券
市
場
の
與
好
な 

る
を
#
ベ

&

乙

ヾ
し
の
期
待
を

以

て
¥

來
上
述
の
調
節
を
行
ひ
つ
、
あ
る
も
の
ビ
す
。

'

或

は

印

度
事
務

*

從
來
の
政
策
に

對

し
て
、
第
一
事
務

大
ほ
は
铞
年
豫
算
に
訐
上
し
た
る
ょ 

う
以
上
の
手
形
を
寶
却
ず
可

か

ら
す
、
第

.一
一
印
度
に
金
貨
を
現
送
す
る

0

的
を
以
て
英
蘭
鈒
ゎ 

に
金
货
の
取
付
を
生
ず
る
が
如
き
正
貨
輸
送
點
を
超
越
す
る
相
場
を
以
て
、

(

電
信
爲

#

に
於

\し
. 

は

一

ル

ー

ピ

ー

に

付&

一
 

志
四
片
三
十
二
分
の
五
¥
形
に
於
て
は
一
志

|«
.片
八

.分

0

一
を
以

押1 糊5 ぼ'湖* ^ 抑
? w r r -

て
其
限
魔
ビ
す

)

手
形
を
賣
却
す
可
か
ら
ず
ビ
す
る
の
：說
あ

b

。

然
れ
ど
も
第
一
説
の
沒
き
は 

質
易
風
の
良
好
、

一

般
商
業
の
繁
榮
に
基
き
、印
度
政
府
は
爾
算
編
成
當
時
に
於

.，け

る

よ
&

も
、多
. 

额
の
送
金
を
爲
す
を

#

る
に
至
れ
る
の
結
果
に
し
て
，斯
く
て

®

務
大

K

が
.多
額

の

資

金

を

收 

む
る
や
、之
を
借
入
金
に
依

V

調
達
す
可

&

資
金
に
振
替
ふ
る
の
常
な
る
を
以
て
、之
を
非
雛

' 

す
る
は
必
ず
し
も
當
れ

h

マ

」

せ
ず
。
又
第
ニ
說
に
就
て

-

m
る

H

事
務
大
饵
の
定
む
る
爲
替
相 

場
が

1£
貨
現
矮
點
を

®

過
す
る

ノレき
は
、金

貨

は

：
m

洲
埃
及
等
よ

i

印
度
に
流
入
す
る
乙

ノレあ 

る
可
く

'

.
方
に
事
務
大

H

に
し
て
手
形
の
寶
却
を
中

II
.
:せ
ん
か
’自
ら
求
め
て
辕
金
の
方
便
を 

喪
失
す
る
の
危
險
を
負
ぅ
の
み
な
ら
帑
、印
度

(:
'於
け
る
通
货
準
備
金
中
の
金
貨
を
過
刺
な
ら 

し
め
、典
充
溢
を
防
ぐ
爲
め
に
、又
は
國
蹲
の
必
耍
に
應
ず
る
爲
め
，に、運
：質
保
險
料
等
を
負
擔
し 

て
、印
度
よ
ぅ
英
國
に
向
つ
，て‘

貨
を
現
送
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
に
自
る
可
し
。
要
す
る
に
印 

度
事
務
大

FI
1

に
し
て
手
形
の
資
却
：を
中
±
す
る
乙
ビ
あ
り
ミ

.せ
ん
か
、其

.中
止
は
例

.
へ
ば
”
月 

一f

月
又

^.
一
一
ー
月
上
切
ビ
云
ふ
が
勿
き
會

|-
!

年

度

の

終

®

!^
發

生
す
.可

く

然

も

管

I!
,

に
方
て
は 

印
度
に
對
す
る
送
錄
の
必
要
特
に
强
大
な
る
が
故

に
、中
止

.
の
影
響
甚
だ
大
な
ら
ざ
る
を
籍
ず

.
0 

印
度

®

券

を

賣

，却
ず
る
に
、锻
に

.印
度
事
務
省
の

.經
«

支
.挪
に

#

ぅ
.必
翦
の
み
を

.以
て
せ
す

«
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論

說

印
度
の金融と

印度
說
#

筋
三

跳

ハ

易
上
の
便
荆
を

'參
酌
ず
る
は
、千
八
：

.！2
1九
十
七

“年
以
來
：常

^

世
、間
の
開
題
：に
上
る
：所
な

6

。
.
而 

し
て

.印
度
政
府
は
國
庫
に
有
す
る
竣
高
を
以
て
、商
業
：上
の
必
要

.に
應
じ
て
、印
度
宛
手
形
の
代

_

余
を
支
拂
ひ
、以
て
：印
度
金
融
市
場
の
緊
縮
を
救
濟
す
る
を
困

.雛
ビ
す
る
の
事
情
あ
る
が
故
に
、

千
九
百
八
年
の
印
度
立
法
部
法
律

(

始
め
六
箇
月
を
期
し
て
實
施
せ
ら
れ
た
る
が
、數
.次
の
延
期 

,

を
經
た
る
後
、千
九
西
ニ
年
永
久
法
ビ
爲
れ
上
に
於

V
、

事
務
大

Ki
が
偷
敦
に
於
け
る
通
貨
準
備 

の
一
部
ビ
し
て
所
有
ず
る
金
貨
に
對
し
郞
度
に
於
て
紙
幣
を
發
行
す
る
方
法
認
め
ら
れ
だ
り
。

'

事

#/
斯
の

如
く

爲
る
が

故
に
、
印
度
商

.業
上
の
便
®
に
應
ず
る
爲
め

に、
印
度
.證
棼
の
責
却
せ 

ら

る

>
の
必
要
な

る

や
論
を
俟
た
す
。
此
方
法

あ
る

が
故
に
印
度
の
有
す
る
賀
為
上
の
差
额 

は
金
貨
の
現
送
に
依

y

決
濟

せ
ら
れ
す
、

印
度
宛
の
手
形
幷
に
電
信
爲
替
を
購
入
す
る
こ
と
に 

.
依
て
行
は
る
可
く
、殊
に
此
方
法
の
金
融

_緊
縮
に
際
し
て
、效
梁
あ
る
は
、千
九
百
十
ニ
年

一

月
ょ 

6
 
ニ
月
に
至
る
十
六
日
間
電
信
爲
替
の
賣
却
高
が
ー
ユ
耳
五
十
萵
磅
の
多
き

.に
上
ぅ
、此
金
額
が

.

,

直
に
國
庳
を
出
で

\
布
場
に
供
せ
ら
れ
た
る
の
ー
事
を
以
て
、之
を
知
る
に
難
か
ら
ず
。
或
は 

近
年
印
度
外
國

.貿
易
の
發
逄

'著
し
き
に
隨
ひ
、印
度

81
券
又
は
電
信
爲
替
の
裒
却
に
侬
て
_
谀

事
務
大
臣
に
所

.要
の
資
金
を
與
へ
ん
と
す
る
目
的
は
第
二
位
に
下
れ
り
と
す
る
の
說
あ
ぅ
。

.. 

、

•
 

•
 

■

,
 

.

- 

‘
 

.
 

.

.

-
 

■ 

. 

. 

■
':
. 

a 

• 

.

即
ち
印
度
證

.券
に
し
て
喪
却
せ
ら
れ
ざ
る
も
、印
度
政
府
は
他
の

@

路
を
通
じ
て
、事
務
大

K

の 

要
す
る
資
金
の
全
额
を
送
付
す
る
に
雛
か
ら
ず
、然
も
從
來
の
方
法
の
依
然
と
し
て
製
用
せ
ら 

る

、
は
印
度
と

«

洲
と
の

|1
|
-
]に
金
貨
の
移
動
す
る
こ
と
を
最
小
限
度

.に
制

®

し
、&
も
經
濟
的 

方
法
を
以
て

«

易
上
の

®

求
に
應
せ
ん
と
す
る
の
目
的
に
出
づ
る
も
の
な

6
。

故
に
爲
替
市 

場
軟
弱
に
し
て
、電
信
爲
替
は
一
志
四
片
三
十
一
一
分
の
一
の
相
場
を
以
て
、印
度
證
券
は
一
志
四 

片
の
相
場
を
以
て

«

要
教
を

#

る
能
は

^

る
.

^

&に
は
、其
賣
却
は
停
止
せ

.ら
：れ
、

|

方
に
例
へ 

ば
一
志
三
片
十
七
分
の
十
五
の
相
場
を
以
て
、印
度
に
於
て
英
食
手
形
の
賣
却
を
見
る
可

'く
、斯

. 

く
印
度

.に
於
て
振
出

^
;れ
た
る
英
貨
手
形
は
通
貨
準
備
籴
巾
、

&

敦
に

#

在
す
る
金
貨
を
以
て
、
 

或
は

一

時
的
放
，

.資
の
囘
收
に
依
て
、或
は
金
貨
本
位
備
準
金
中
の
永
久
.的
放
資
を
以
て
支
拂
は 

る
可
し
。

而
し
て
是
等
手
段
の
內
、通
貨
準
備
金
中
の
金

.貨

を

放

出

，す
る
.
は
、續

い
て
有

®
證
券 

を
處
分

_

す
る
豫
備

'的
行
爲
と
し
て
、最
も
必
要
と
す
る
所
な
る
が
如
し
。

§
s

s

s

el.
o
xは

x
< e
雜 

p

m

t

dl l)

又
斯
く

->
>

ン
タ
ー
氏
所
論
の
如
く
’印
度
事
務
大
辟
が
印
度
證
券
の
賣
却
を
停 

止
し
、夂

は

制

限

す

る

と

共

に

、
一

方

に

印

度

(:
,
於
て

英
貨
手
形
寶
却

^

ら
れ

ざ
ら

ん

S

民
證 

券
資
却
高
の
制
限
せ
ら
れ
た
る

'た
け
一
時
印
度
に
向
つ
て
金
货
の
现
送
せ
ら
る
、
勢
を
成
す

笫
十

I

卷
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H
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融
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論

說

印

度

の
.金

融

と

印

度

證

券

パ
#;
H
鸮 

' 

1

八

'

可
し
と
雖
も
、双
る
金
货
が
紙
幣
準
，備
金
に
繰
入
れ
ら
れ
た
る
曉
に

lt
、PJ
準
備
金
に
於
け
る
金 

; 

货
に
對
す
る
銀
货
の
割
合
は
薄
弱
と
爲
ト
，其
安
全
と
す
る
限
度
を
降
る
が
故
に
、新
に
ル

1

ビ
 

、
1

餵
货
を
鑄
造
す
る
爲
め
に
餵
地
金
を
購
入
す
る
の
必
要
を
生
せ

ざ

る
を
#

ず
。

然
も
印
度 

,

.
; 

證
券
賣
却
中
止
の

*結
染
、印
度
事
務
大
炤
は
通
例
の
場
合
に
於
て
爲
す
が
如
く
、證
券
寶
却
の
代 

賈
と
し
て
、事
務
省
の
領
收
す
る
資
金
を
以

V
、

之
に
充
つ
る
能
は
ず
、勢
印
度
政
府
を
し
て
運
貸 

保
險
料
を
負

_

せ
し
め
、以
て
金
货
を
現
送
せ
し
む
る
に
至
る
可
し
。
即
ち
印
度
證
券
寶
却
に 

對
す
る
制
限
は
結
局
印
度
政
府
を
し
て
金
貨
本
位
準
備
金
補
充
の
爲
め
、又
英
國
に
於
け
る
紙

. 

幣
準
備
金
運
用
の
爲
め
、金
貨
の
現
送

.を
必
要

.と
す
る

に至
ら
し
む
る
も
の
に
し
て
、現
に
此 

關
係
ょ

&

千
九
西
年
十
月
ょ

6

千
九
百
一
年
七
月
に
至
る
間
に
於

セ
、印

度

の

現

.送
し
た
る
佥 

.

貨
は
六
西
萬
磅
に
、千
九
百

三
年
七
月
ょ
ぅ
千
九
酉
四
年
土
月
に
至

S

間
.に
於
て
四
百
二
十
六 

.
捣
一
千
磅
に
、千
九
百
四
年
八
月
ょ

b

千
九
西
•五
年
七
月
に
至
る
間
に
於
て
六
百
六
十
蔣
磅
に 

上

b

、何
れ
も
主
と
し
て
銀
地
金
購
入
に
對
す
る
支
拂
幷
に
金
貨
本
位
準
備
金
の

«

充
に
供
せ 

ら
れ
た
る
の
事
實
は

「

印
度
通
貨
並
に
金
融

.調

.奩
委
員
會

J

の
中
間
報
吿
書
附
錄
第
一
號
に
收
條 

: 

せ
ら
れ
た

る
印
度
事
務
省
官
吏
モ
ル
、.ァ

ブ

ラ

、ノム
M

の
錄
交

に

明

な

る
の

みな

ら
t '
、
M
H
,

>sdi-

^

I I
H

M

 

l
o

r l
v

九

w

十
三
年
六

w

十
二
日
，委
員
.會

が

參

考

員

ビ

し
て
、印
.度

事

務

省

财 

務

货

？一
フ、ダ

ゾ

,

ユ
ー
、
一
一
ユ
ノ
ー

マ

ー

チ

氏

を

喚

問

し

た

る

際
、委

員

V
J

同
氏

€

の
問
に
行
は
れ 

た
る

卯

答
を
見

る

ビ
き
は
、

印
度
政
府
が
印
度
證
芬
寶
却
代
金
を
以

\し、
銀
塊
購
入
の
資
金
に
充

て
、隨
て
瞪
券
の
賣
却
停

.1
!
:
せ

ら

る

、
ビ
き
に
は
、偷
敦
に
向
つ
て
、金
貨
の
現
送
を
必
要 

に
没
る
の
擊
情
を
知
る
に
兄
る
も
の
あ

P

Q

典
耍
領
：を
摘
記

す

れ
ば
、左
の
如
し
。

§

昨
年
中
鑄
造
に
要
す
る
銀
地
金
を
購
入
し
た
る
ば
、印
度
に
於
て

®

貨
準
備
金

す

る

l\i

の

少

し

1Z

る

結

*

な

丨
ビ
ー
銀
貨
保
有
高
が
適
當
ビ
認
む
る
程
度
以
下
に
減 

(

答)

然

b

。

§

然
ら
ば
•準
備
金
巾
、金

貨

過

大

に

し

て

、砠
貨
過
小
な
る 

(

簽
余
は
必
ず
し
も
金
貨
の
過
大
な
り
し
を
云
は
す
、單
に 

云
は
ん
ビ
す
。

(

©

然
ら
ば

*

官
は
右
の
事
情
の
下
に
、_
貨
用
鈒
地
金
の 

券
の
資
却

(:
於
て
得
た
る
資
金
を
以
で
、銀
地
金
の
»
入 

(

答)

然
气
 

，

'

第
十
：

I

赞
'

V 

x
l
f
f

七)

：-

論
.ン
.說
；
-:
:
印
璣
の
：金
_
ど
印
视
鑛
券
、
' 

:
. 

,
第
3
號
'
: ノ :.1

九 や

を 勝 龈 の  

爲 入 貨 實  

し を の 他 5 

1 1 決 過 な  

る % 小 h 

も ビ し  

の 而 爲 や  

な し れ °

る

事

實

を

てb
印
度
瞪

や
。



第
十
'
5
 

, 

<
:

三
3
八

ソ

諭

說

.叩
设
の
金
激
と
印
鬆
券
 

.

第
三
啟 

<
®

楚
等
の
證
券
は

■右
の
目

.的
’に
.要
す
る
資
金
を
得
る
爲
め
に
資
却
せ
ら 

紙
幣

®

備
金
中
ょ
り
支
柳
は
れ
た
る
も
.の
な

i

や
。

(

答)

贺

際
の

結

*
は

貴

問
の
如
し
。

證
券

は

印
度
政
府
の
國
腺

#
殘
高
.に
 

而
し
て
是
等
の
殘
高
は
新
银
货
に

®'
し

'
 

て
發

fl
せ
ら
る

，紙
务
に

依
て

ニ 

o

れ
、印

度

に

於

て

依
て
支

*

は
れ
、
 

、補
充
せ
ら
れ
た

f
ノ

(

§

傲
货
は
鐵
造
せ
ら
れ

\

印
度
證
券
支

#

の
爲
め
に
發
行
せ
ら
れ

*
る

11
貨
4

奶
余

-
^
~ 

の
货

.

に
代

.れ
る
も
の
な
る
か
。

(

答)

然
\
 

ゾ 

'

(

y)

K

笑
が

右
の
決
定
を
爲
じ

/a

る

c£
き
に
は
、

準
怵
金
中
に
於
け
る
金

1?
に
$
し
て
ル

ー 

ピ
ー
銀

1

を
代
ら
し
む
る
を
以
て
、必
喪
な
り
ビ
し

/2
るものなる力

(

答)

吾
人
は
ニ
筒
の
方
法
を
利
用
す
る
を

#

ベ
し
。

典
一
は
偷
敦
に
於
け
る
通
貨
準
備
金 

中
ょ
り
金
貨
を
得
て
、银
地
金
に
對
す
る
支
拂
に
充
つ
る
も
の
に
し
て
此
場
合
に
は

紅礼 

發
行
高
を
膨
脹

.せ
し
め
ず
。.
他
の
二
は

®

人
の
爲
し
た
，る

が

如く、

國
庫
金
殘
高
ょ
り
直 

接
に
龈
也
令
を
質
入
る
、
も
の
に
し
て
、此
場
合
に
は
新
银
貨
の
»
造
高
技
け
叙
幣
發
厂

ドハ̂ ぬ' * ^ 例…* ^ • 味 叫 一

高
を
膨
脹
せ
し
む
る
に
：金る
可
し

。

•

§

實
際

_

题
ビ
し
て
、貴
官
は
印
度
證
券
を
喪
却
し
て
、右
の
必
要

.
t

«
じ
た
る
も
の
な

6

7
、ノ 

.
clv
> 

へ̂xnute of pvldenee o
「
the colrmusslon o

u

 

ノ

(

ダ
と
务
 

6
. ZHndian Finance and currenev. VOL I'p. 8qJ

玆
に
於
て
か

「 g

度
通
貨
禅
に
余
融
調
査
委
員
曾

」

も
如
上
諸
種
の
材
料
を
根
據
ビ
し
、其
最
終 

報
吿
に
於

V
、

印
度
蹬
芬
の

W

却
が
印
度
ょ

>

 

金
貨
を
偷
：敦
に
現
送
す
る
乙
を
囘
•避
す
る
の
效 

架
あ
る
こ
ビ
を
論
じ
て
茆
度
諧
券
は
印
度
に
於
け
る
紙
幣
準
備
金
中
に
ソ
ヴ
工
レ
イ
ン
金
貨 

の
無
用
に
梁
賴
せ
ら
る
、
を
防
ぐ
の
方
便

V
J

し
て
和
用
せ
ら
る
。
政
府
は
一
ル

^

—

ビ
^

—

に
^
 

き
一
志
四
片
の
：相
場
を
以
て
、ソ
ゲ

^

レ
イ

V

金
貨
ビ
換
に
印
度
に
.於
て
火
丨
ピ
ー
鍬
貨
を 

供
給
す
る
の
義
務
を
負
ぅ
も
の
な

5

0
.玆
に
於
て
か
ソ
ヴ
ユ
レ
イ
ン
金
貨
の
印
度
に
挪
込
ま 

れ
，

丨

ピ

ー

鈒

貨

«

造
に
要
す
る
銀
地
金
を
購
入
す
る
爲
め
、是
等
金
貨
の
政
府
の
薇
用
を
以 

て
、
英
國
に
輸
送
せ
ら
る
可
き
形

#

を
生
ず
る
を
待
た
ず
、政
府
自
ら
無
限
に
一

ル

ー
ピ
丨
に
付 

き
一
志

.四
片
'八
分
の
一
の
相
場
を
以

て
、
印
度
證
券
を

.賣
'却

し
、
印
度
に
：於
け
る
に
代
ふ
る

に

0 

敦

に

於

て

パ

ー

ビ

ー

に

對

す
る
戈

拂

を
受

け

*

く
偷
敦
に
於
て
®
收
し
た
る
資
金
は
紙
幣
準

姑
十

i
 

(

H
三九)

論
說
印
度
の
命
融
と
印
度
說
券

. 

§

0
 

i
r

i
|



]

l
 

i
>'
-
f 

I

1 

パ

，-
■
' 

、
 

' 

V 

, 

> 

■ 

' 

'
 

/ 

—

.

.

.

.
 

■
圓圓 

......

II
-

-

 
■

-
 

.

 

> 

圓
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第
十
5
 

S
四
〇)

論
說
印
度
の
金
融
と
叩
度
説
券
 

热

三

奴

ご

ニ

.
银

金

の

一

祁

ビ

し

て

、英

蘭

龈

行

，に
预
記
す
る
か
、又

.は
銀
地
金
を

M

入
れ
て
、ル
ー
ピ
ー
佩
貨
を

1.
-
, ' 

.
 

' 

.
 

■
 

V 

.
 

.

鋳
造

•し
、印

度

.證
券
支
輝
の
爲
め
に
、印
度
に
於

V
*

.

出

3

れ
た
る
餵
貨
を
補
充
す
る
.の
用
に
供

.

» 

> 

) 

r
. 

I 

> 

-

へ、
、

o
へ3 
民 

Report 

of 

the 

ブ 

て
叩

1

1

#

の«
卻
 

VJ 

英
國
印
敗
間
に

 

'' 

‘
 

.

.
す
る
も
の
な
 

h
y
^
u 

云
へ
 

&
 

(
C
O

 
日 nnssioners:

や
M
4
.
/ 

I

F
 
ム 

S
 
ダ
,

 ̂

> 

.

. 

i 

r 

ノ
 

L
 

r
 

J

於
け
る
金
货
出
入
の
關
係
を
窺
ふ
が
資
？

す
る
を
得
べ
し
。

0 

' 

. 

' 

. 

狄
.州
戦
爭
の
影
響
を
蒙

0

て
、印
度
の

|#
政
幷
に

.
外
國
贸
^
は
如
何
な
る
變
動
を
生
じ
た
る

‘
. 

か
。

■
最
近
英
國
政
府
の
發
表
し

/2
る
印
度
財
政
に
關
す
る
説
明
覺
書
に
據
り
.掛
戰
贫
後
三
年

' 

間
の
歲
出
入
總
额
を
擧
ぐ
る
に
、左
表
の
如
し
。

:

一九
5

丄

五

.年
 

.
一

九1

五

丄

六

年. 

一
九.一

六
丨一

七
¥

歲

入
 

八
、

一
宄
七
、I

!
 

八
三
、
三
：
1

5
、
八
〇5 

.

八
六
、
五
二
八
、
六0
〇 

0

出 

八
ニ
、
九
四
ニ
、
九
三
六

 

八
五
、
ニ
ー
〇
、
〇
〇
〇

 

八
五
、
七
〇
ニ
、
九
〇
〇 

,

,
 

' 

變

過

不

足

.(i )

一、七
八
五
、ニ
七
〇

.

(

一)
一

、
七
九
四
、
ニ
〇

〇

(

i

八
ニ 

3
七
〇
〇

右
り
內
千

1

.-
1

十
六
年
ょ
り
同
十
七
年
に
绝
る
豫
箅
は
會
計
年
度
を
通
じ

'
て
、歐
洲
戰
爭
の 

,1
顧
す
可
き
豫
定
の
下
に
編
成
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
し
て
、其
純
額
を

.揭
ぐ
れ
ば
、左
の
如
し
。

純
額
歲
•入

 

_
_五
七
、
六
五
ー
、
三
〇
〇

HHi

鄉w鄉rsE3t̂ 押？̂妨̂1外御5鮮 娜 ，BlT aCswe'i'<w#ir<J?Tr̂ 3

純
額

.歲

出

3/
.-.
*
*ハ、八ニ

31
、六〇〇

剩 

餘 

八ニ五、七〇〇

 

\

純
额
歲
入
が
前
年
度
に
比
軟
し
て
、大
な
る
こ
ビ
ニ
百
七
十
九
萵
五
'千
六
百
磅
を
數
、ふ

る

は
• 

增
稅
收
入
三
西
六
十
五

®

磅(

內
關
稅
增
收
ニ
西
十
三
萬
破

)

に
上
る
が
故
な

h

。

一 

方
に
昨
年 

三
月
末

H

に
於
け
る
，印
度
公
偾
の
現
在
高
は
ニ
億
八
千
六
百
十
四
萬
五
千
八
磅
に
し
て
、內
ル 

I

ビ
ー
公
侦
一
億
三
宵
九
十
七
捣
三
千
百
七
十
九
磅
、英
貨
公
债

一

億
八
千
ニ

11
十
七

^

1

千 

八
西
二
十
九
磅
'に
し
て
、外
に
一
一
千
九
百
四
十
八
离
五
千
六
百
十
三
破
に
上
る
貯
费
预
：金、官
廳 

預
金
等
あ
ぅ
、又
金
貨
本
位
準
倘
金
ょ
り
の
借
入
金
四

W

萬
磅
の
現
存
す
る
も
の
あ
り
。

M

に 

政
府
所
有
の
資
產
に

.就
て
見
る
に
、鐵
逍
建
設
資
本
.金
一
億
七
千
六
西
九
十
九
离
一
千
七
百
八 

十

六

磅

、.灌
■
事

業
四
千
二
百
.五
十

三
萬

六
千
九

西
磅
、
金
貨
本
，位

準
備
佥
や
、印
度
.に

於

て

金
貨 

の
形
德
を
以
て
保
有
せ
ら
る
；
分
ニ
十
三

.
馮
八
千
七
百
八
十
四
#
、印
度
に
於
け
石
國
庫
金
殘 

高
：に

融

通

せ

ら

る

、
も

の

四

西
满

磅

、英

貨

證

券

一

千

六

百

ニ.+
一 

萬

A

千

六
W-
A

十

一

一

磅

、
偷
 

敦
に
於
け
る
短
期
通
知
資
金
芄
西
七
十
九
禺
ニ
千
六
百

.三
十
，

1

f

 

I

印
度
に
於
け

る

現 

翁
鐵

'高

は

一

千

一

再

九

十

八

离

錢

に

、英
：國
に
：於
け
，る
：殘

»
:樣

：七

百

：
三

萬

：ニ

千.

^

ナ

一

'
磅

に

第

十

一

卷

§四ー〕

論

E

卬度の金融と印度諮券

 

绝
ー
ー
號
ニ
三



笫

十

ー

卷(

三
‘四
5

論

說

，.印
度
の
余
融
と
印
度
諧
涉

 

.

第
三
號 

ニ
四

上
り
、今
後
新
稅

.の
微
收
せ
ら
る
>一

 

方
に
、金
貨
本
位
準
備
金
ょ
ぅ
の
借
入
を
繼
續
せ
ん
か
、本 

年
三
月
：ーー
ー
十
一
日

^

於
け

'6
國
庫
金

'殘
高
は
金
貨
本
位
準
備
余
に

*

ず
る

®

金
を
除
き
、

I

千 

七

W

S:
十
九

®;
八
千
ニ
再
四
十
八

•

に
達
す
る
も

.の
ビ
許

1算
：せ
ら
る
。

然

ら

ば

政

府

が

國

庫 

金
殘
高

.の
粘
涡
に
制
せ

.
ら
れ

T
、PI
I

度

fi
t

券
の
賣
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